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●報告第１号 

 議案に対する意見について                          P１ 

 

●議案第２号 

 青森県文化財保護審議会委員の人事について               P２～P３ 

 

●議案第６号 

青森県教育職員免許状に関する規則の一部を改正する規則案について    P４～P５ 

 

●議案第10号 

青森県三内丸山遺跡センター規則の一部を改正する規則案について     P６～P８ 

 

●議案第11号 

 県重宝及び県無形民俗文化財の指定について               P９～P11 

 

●その他 

 青森県立高等学校教育改革に関する次期計画の構成等について          P12 

 

●その他 

 職員の懲戒処分の公表基準の改正について                P13～P14 



 

 

 
令和６年度一般会計補正予算（第４号）について（教育委員会所管分） 

 
補 正 予 算 額   △２，５６１，７４７千円 
現 計 予 算 額  １２９，９８１，８０１千円 
補正後の予算額  １２７，４２０，０５４千円 

 

◎要求の主なもの 
 

 ○人件費分       △１，１４５，３６７千円 

教育行政費         △７９，３３８千円 
教育指導費           １，００２千円 
小学校費          △４２２，１４６千円 
中学校費          △１９７，１４２千円 
高等学校総務費       △４５２，３１０千円 
高等学校管理費         △５，４４０千円 
特別支援学校費            ３３，８３６千円 
社会教育振興費        △２，６４２千円 
文化財保護費         △１，４６１千円 
三内丸山遺跡センター費   △１７，２０９千円 
保健給食振興費        △２，２６５千円 
体育振興費            △２５２千円 
 
 ○事務局等分                    △１０７，６０５千円 
 ○学 校 分                   △１，０３７，７６２千円 
    精査による給与費の増減調整 
 

 

○人件費以外分       △１,４１６，３８０千円 

学校建設費        ７３５，５９３千円 
○大規模改修（高校）               ４８７，５６４千円 

   老朽化した高等学校施設を大規模改修するのに要する経費 
   ①トイレ洋式化（県立高校 17 校）         ４１，８８８千円 
      ②三本木高校 第二体育館           １１６，２５６千円 
   ③五所川原工科高校 屋外運動場        ３２９，４２０千円 
 

○県立学校校舎等長寿命化・重点改良事業費（高校） ２４８，０２９千円 
   老朽化した県立学校校舎等を長寿命化・重点改良するのに要する経費 
   ①木造高校 第二体育館改修           ９１，８５２千円 
   ②八戸水産高校 第二体育館改修        １５６，１７７千円 

 
特別支援学校費      ３５０，２２５千円 

 ○大規模改修（特別支援学校）           ３５０，２２５千円 

老朽化した特別支援学校施設を大規模改修するのに要する経費 

①青森第二高等養護学校 校舎・寄宿舎改修設計  １４，６０８千円 

②八戸第一養護学校 普通教室棟改修      ３３５，６１７千円 

 
教育委員会事務局費ほか 19 目  △２，５０２，１９８千円 
 ○事業費の精査               △２，５０２，１９８千円 
 

 

参 考 資 料 
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氏名 住所 所属 氏名 住所 所属

1 岡田
おかだ

　俊治
しゅんじ

弘前市 県立弘前工業高等学校臨時講師 平成 28

2 斎藤　政人
さいとう　　まさと

南部町
アレック情報ビジネス学院
建築科非常勤講師

平成 30

3 美術工芸品
（工芸品･彫刻） 佐々木

ささき

　あすか 弘前市 弘前大学人文社会科学部助教 令和 6

4
美術工芸品
（絵画） 山田　泰子

やまだ　　　やすこ
八戸市 八戸市美術館美術専門監 平成 30

5 考古資料 上條　信彦
かみじょう　のぶひこ

弘前市 弘前大学人文社会科学部教授 令和 4

6 瀧本　壽史
たきもと　　ひさふみ

平川市
弘前大学教育推進機構
キャリアセンター特任教授

令和 4

7 藤田
ふじた

　俊雄
としお

八戸市 元八戸市立図書館長 平成 24

8 技芸 下田
しもだ

　雄次
ゆうじ

弘前市 弘前大学非常勤講師 令和 2

9 葉山
はやま

　茂
しげる

弘前市 弘前大学人文社会科学部准教授 令和 4

10 村中　健大
むらなか　たけひろ

十和田市 青森県民俗の会会員 令和 6

11 史跡 岡田
おかだ

　康
やすひろ

博 弘前市 三内丸山遺跡センター所長 令和 4

12 名勝 兵藤　勝幸
ひょうどう　かつゆき

藤崎町 藤崎造園代表 平成 30

13 動物 岡田
おかだ

　あゆみ 十和田市 北里大学獣医学部教授 令和 2 小倉
おぐら

　匡俊
ただとし

十和田市 北里大学獣医学部准教授

14 植物 山岸　洋貴
やまぎし　　ひろき

弘前市 弘前大学農学生命科学部准教授 平成 30

15 学校教育 小形
おがた

　浩
こう

子
こ

平内町 元青森市立原別小学校長 令和 5

 青森県文化財保護審議会委員人事案

担当分野
現在の委員（令和６年４月９日～令和８年４月８日） 新委員候補者（令和７年３月２７日～令和８年４月８日）

委嘱年

民俗文化財 有形･無形

記念物

県重宝

建造物

歴史資料

参
考

資
料
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青森県文化財保護審議会 関係法令（抜粋） 

 

 

 文化財保護法（昭和２５年法律第２１４号） 

 

（地方文化財保護審議会） 

第１９０条 都道府県及び市町村（いずれも特定地方公共団体であるものを除く。）

の教育委員会に、条例の定めるところにより、文化財に関して優れた識見を有する

者により構成される地方文化財保護審議会を置くことができる。 

２ （略） 

３ 地方文化財保護審議会は、都道府県又は市町村の教育委員会の諮問に応じて、文

化財の保存及び活用に関する重要事項について調査審議し、並びにこれらの事項に

関して当該都道府県又は市町村の教育委員会に建議する。 

４ 地方文化財保護審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、条例で定める。 

 

 

 青森県文化財保護審議会条例（昭和５０年１２月青森県条例第４４号） 

 

（設置） 

第１条 文化財保護法（昭和２５年法律第２１４号）第１９０条第１項の規定に基づ

き、青森県教育委員会（以下「教育委員会」という。）に青森県文化財保護審議会

（以下「審議会」という。）を置く。 

（組織） 

第２条 審議会は、１５人以内の委員で組織する。 

２ （略）  

（委嘱又は任命） 

第３条 委員及び臨時委員は、学識経験のある者、関係行政機関の職員及び県の職員

のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。 

（任期等） 

第４条 委員の任期は、２年とする。だたし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間

とする。 

２ （略） 

参 考 資 料 
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Ⅰ 臨時免許状の授与申請に係る提出書類について 

 

【臨時免許状の申請に必要な書類について】 

青森県教育職員免許状に関する規則（以下「規則」という。）において、臨時免許

状の申請に必要な書類を以下のとおり、規定している。     

第３条第１項 

一 履歴書(第４号様式) 

二 宣誓書(第９号様式) 

三 戸籍抄本 

第８条第１項 

一 人物に関する証明書(第５号様式) 

二 身体に関する証明書(第８号様式) 

三 学校の卒業又は修了証明書及び学業成績証明書 

四 施行法第２条の規定による者にあっては第６条第三号に掲げる書類 

※師範学校卒業者等 

五 第３条第１項第八号に掲げる書類 

※高等学校卒業と同等以上の資格を有する者であること等を証する書面 

※卒業証明書等を提出した場合は除く 

六 実務に関する証明書 

七 教科に関する証明書                      

※四～七は必要ある者に限る 

第８条第２項 

臨時免許状の有効期間が終り再び臨時免許状の授与を受けようとする者は、前項

各号に掲げる書類のほか、通信教育、免許法認定講習、免許法認定公開講座等にお

ける研修の状況を証する書面を提出することができる。 

 

【県内外各大学の卒業又は修了証明書及び学業成績証明書発行手数料】 

 （県内）弘前大学 ３００円 青森大学 ３００円 弘前学院大学 ２００円 

 （県外）岩手大学 ５００円 仙台大学 ２００円 日本体育大学 ３００円 

 

【全国照会結果（４７都道府県中４３道府県が回答）】 

臨時免許状の再申請の際、提出の省略が可能（又は提出不要）である書類 

及びそれを規定している道府県数 

書類 学校の卒業又は修了証明書 学業成績証明書 

道府県数 ２３ ２１ 

 

【過去５年間の臨時免許状授与件数】 

年度 R1 R2 R3 R4 R5 R6※ 

件数 167 157 191 228 217 183 

内、再申請

の件数 
34 46 39 35 58 54 

※令和６年１２月１０日現在 

参 考 資 料 
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Ⅱ 幼稚園教諭免許状授与の要件を緩和する特例について 

 

【幼稚園教諭免許状を取得する場合の単位数】 

免許状 基礎資格 
必要 

総単位数 

一種免許状 学士 ５１ 

二種免許状 短期大学士 ３１ 

  

【特例により幼稚園教諭免許状を取得する場合の単位数】 

免許状 基礎資格 
必要 

総単位数 

保育士として 

の勤務年数 

経過措置の 

期間 

 

一種免許状 

学士、かつ、指定

保育士養成施設を

卒業していること

又は保育士試験に

合格していること 

 

８ 

 

 

 

３年以上かつ 

４，３２０時

間以上 

(改正前) 

認定こども園法一部

改正法の施行の日か

ら起算して１０年を

経過する日 

(改正後) 

認定こども園法一部

改正法の施行の日か

ら起算して１５年を

経過する日 

 

二種免許状 

指定保育士養成施

設を卒業している

こと又は保育士試

験に合格している

こと 

 

８ 

 

 

 

Ⅲ その他の所要の整理 

 

【外国人登録法の廃止】 

  平成２４年７月９日、新たな在留管理制度が導入されたことに伴い廃止。 

 【刑法の一部改正】 

  刑法が令和７年６月１日施行で改正。 

参 考 資 料 
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○青森県三内丸山遺跡センター条例（改正見え消し）

平成三十年三月二十八日

青森県条例第二号

改正 平成三一年三月二二日条例第五五号

令和四年三月二八日条例第二一号

青森県三内丸山遺跡センター条例をここに公布する。

青森県三内丸山遺跡センター条例

（設置）

第一条 三内丸山遺跡（以下「遺跡」という ）の保存及び活用を行うこと等により、県。

民の文化の振興に資するため、青森市に三内丸山遺跡センター（以下「センター」とい

う ）を設置する。。

（業務）

第二条 センターは、次に掲げる業務を行う。

一 遺跡に関する調査及び研究に関すること。

二 遺跡及び遺跡の出土品の保存に関すること。

三 遺跡に関する資料の展示に関すること。

四 遺跡に関する学習の機会及び情報の提供に関すること。

五 その他遺跡の保存及び活用に関し必要な業務

六 北海道・北東北の縄文遺跡群包括的保存管理計画の推進に関すること。

（職員）

第三条 センターに所長その他必要な職員を置く。

（使用の承認）

第四条 別表第二号に掲げる場合において、センターの施設を使用しようとする者は、教

育委員会の承認を受けなければならない。

（使用料）

第五条 センターの施設を使用する者（以下「使用者」という ）は、別表に定める使用。

料を納入しなければならない。

２ 前項の規定により納入した使用料は、還付しない。ただし、天災その他使用者の責め

によらない理由によりセンターの施設を使用することができなくなった場合は、この限

りでない。

（使用料の免除）

第六条 知事は、特別の理由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を免除するこ

とができる。

参 考 資 料
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（使用の制限等）

第七条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該使用者のセ

ンターの使用を拒み、その使用の承認を取り消し、又はその使用を制限することができ

る。

一 他の使用者に迷惑をかけ、又はそのおそれがあるとき。

二 センターの施設、設備等を毀損し、若しくは汚損し、又はそれらのおそれがあると

き。

三 この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則に違反したとき。

２ 教育委員会は、前項に規定する場合のほか、センターの管理運営上支障があると認め

るときは、センターの使用を制限することができる。

（委任）

第八条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、教育委員会

規則で定める。

附 則

この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。

附 則（平成三一年条例第五五号）

１ この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。

２ この条例の施行の際現に受けている使用の承認に係る使用料については、なお従前の

例による。

附 則（令和四年条例第二一号）

この条例は、令和四年四月一日から施行する。

附 則

１ この条例は、令和七年四月一日から施行する。

２ この条例の施行の日前に改正前の青森県三内丸山遺跡センター条例別表第一号に定め

る常設の展示の観覧に係る使用料を納入している者が同日以後に当該納入に係る施設の

使用をする場合の当該施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表（第四条、第五条関係）

（平三一条例五五・一部改正）

一 遺跡に関する資料の観覧のための使用の場合

区分 金額（一回につき）

常設の展示 個人 高等学校生徒、中 二百円（十八歳に

の観覧 等教育学校後期課達する日以後の

程生徒及び学生最初の三月三十

一日を経過した 五百円（学生にあっては、二一般 四百十円

者に限る ） 百五十円）。

団体（二十人以 高等学校生徒、中 一人につき 百六十円

上 の も の に 限 等教育学校後期課

る ） 程生徒及び学生。

十八歳に達する日以後の一般 一人につき
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最初の三月三十一日を経

過した者一人につき

四百円三百三十円

（学生にあっては、二百

円）

特別の展示の観覧 知事がその都度定める額

備考

１ この表において「学生」とは、学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）に規

定する大学（大学院及び短期大学を含む ）及び高等専門学校の学生をいう。。

１ 常設の展示の観覧には、遺跡の区域の観覧を含む。２

２ 特別の展示の観覧に係る使用料を納入した者の常設の展示の観覧に係る使用料３

は、無料とする。

二 企画展示室等の使用の場合

区分 九時から十二時 十三時から十七時 九時以前、十二

まで まで 時から十三時ま

で及び十七時以

降（一時間につ

き）

使用者が入場料を徴収 企画展示室 四千三百五十円 五千八百円 千四百五十円

しない場合 展示準備室 千二百三十円 千六百四十円 四百十円

ギャラリー 四千七百七十円 六千三百六十円 千五百九十円

使用者が入場料を徴収 企画展示室 八千七百円 一万千六百円 二千九百円

する場合 展示準備室 二千四百六十円 三千二百八十円 八百二十円

ギャラリー 九千五百四十円 三千百八十円一万二千七百二十円
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県重宝（彫刻）の指定について 
 

１ 文化財の種別  県重宝（彫刻） 

２ 名称      木造天部立像
もくぞうてんぶりゅうぞう

 

３ 員数      １  

４ 所有者     宗教法人清水寺 

５ 所在地     八戸市大字是川字中居１８－２ 

６ 構造及び形式  針葉樹材製、割矧造、彩色  

７ 大きさ     像高       ６５．８cm 

          総高       ７３．２cm（右手先を含む） 

髪際（兜下縁）高 ６１．５cm 

８ 由緒及び沿革 

天正９年（１５８１）建立の観音堂内に安置されていた。本像の伝来については不 

詳であり、いつから観音堂に安置されていたかも不明である。 

９ 現況 

本堂須弥壇上に安置されている。右腕は接着されておらず、左足先、左手、持物が 

失われている。 

10 指定事由 

本像は、穏やかな忿怒の表情、柔らかい衣の表現、なだらかな起伏による肉身表現 

など平安時代後期の仏像と共通する様式的特徴がうかがえる。その中でも本像が纏う 

甲の細部の形状は、１１世紀後半から１２世紀にかけて都を中心に造立された天部像 

と共通することから、同時代の作と考えられる。 

本像の尊名や清水寺への伝来は不詳ながらも、１１世紀後半から１２世紀にかけて 

の平安時代後期の典型的な天部像を代表する作例として貴重であり、県重宝として指 

定に値する。 

 

 

 

 

参 考 資 料 

議案 第１１号関係 
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県無形民俗文化財の指定について 
 

１ 文化財の種別  県無形民俗文化財 

２ 名称      栗山
くりやま

太神楽
だいかぐら

 

３ 所在地     むつ市栗山町 

４ 保護団体    栗山太神楽保存会 

５ 由緒及び沿革 

 史実としての起源は不明であるが、各種文書から１９世紀初頭､盛岡藩のお抱え芸能

集団であった七軒丁が江戸で習った太神楽や各種演目を栗山の者に伝授したとされて

いる。かつて、栗山の神楽集団は下北半島各地を歩いて芸を伝承したという。 

以下、『青森県史 民俗編 資料 下北』の記述を引用する。 

 

栗山神楽保存会所蔵の師弟証文（約定書、承諾書、契約書）には、天保１４年（ 

１８４３）１１月の栗山から上田代宛、文久３年（１８６３）９月の栗山から角違 

宛、明治７年（１８７４）旧７月の関根橋から栗山宛、大正８年（１９１９）１月 

の出戸から栗山宛、大正８年１月の栗山から出戸宛のものがある。栗山も目名と同 

様に、江戸時代後期から明治、大正時代にかけて、下北地方各地の若者組（若者連 

中）と師弟契約をかわして師匠を派遣し、芸を伝授していたことをうかがうことが 

できる。また、『下北－自然・文化・社会』や『むつ市文化財１』によると､この間 

に栗山を師匠として大神楽を伝習したところは、下北地方全域で約２０か所を数え 

る｡むつ市では樺山・北関根・出戸・高梨新田・西町（若松町）・大湊上町・城ヶ沢 

・角違・宇田町・泉沢・金谷の１１か所である。むつ市以外では東通村下田屋・上 

田代・老部、大畑町関根橋､風間浦村桑畑､脇野沢村滝山・九艘泊､川内町上小倉平､ 

横浜町鶏沢・横浜新町などである。 

 

 現在伝えている演目は、通り獅子と踊り獅子である。通り獅子は、七軒丁から神楽

を伝えられる前から栗山で行われていたとされる、二人立ちの獅子舞である。踊り獅

子は七軒丁を師匠として習った演目とされ、演目そのものを「七軒丁」と呼称するこ

とがある。二人立ちの獅子舞で、ササラ振りを伴う。 

 また、下北の総鎮守と称される田名部神社の例大祭において、長年にわたり神輿渡

御行列の先頭に立って先祓いを務め、拝殿で行われる神事の際の楽奏と神楽奉納を担

っている。  

参 考 資 料 

議案 第１１号関係 
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６ 現況 

  昭和３９年に栗山太神楽保存会が結成され、平成１４年１月１１日にむつ市無形民 

俗文化財に指定されている。 

７ 指定事由 

下北地域の民俗芸能の展開や田名部神社の歴史を考える上で重要な民俗芸能であり、 

県無形民俗文化財として指定に値する。 
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 3/26定例会 参考資料  

 

 次期計画の全体構成イメージ  

 

  
青森県立高等学校魅力づくり 

検討会議 検討結果報告書 
 
≪位置付け≫ 

令和１０年度以降の魅力ある県立高等
学校づくりの在り方に関する報告 

基本方針（R10から10年間） 

≪位置付け≫ 
令和１０年度以降の魅力ある県立高等学校

づくりに関する基本的な方向性等を示す。 

次期計画 

意
見
募
集 

位
置
付
け 

[R7.2.20報告] 

地
区
懇
談
会 

【基本的な考え方】 
〇これからの時代に求められる力を備え

た人財の育成に向けた高等学校教育 
○本県及び各地域の実情を踏まえた高等

学校教育改革 
○県全体が一体となった教育環境づくり 
 
【高等学校の魅力づくり】 
〇教育活動の更なる充実に向けた取組 
〇多様な主体との連携・協働 
 
【学科等の魅力づくり】 
○新たな時代を見据えた学びの提供 
○多様な学びの提供ときめ細かな指導の

充実 
 
【教育制度】 
〇魅力づくりに向けた教育制度の活用に

よる教育内容の充実 
 
【学校配置】 
○高等学校教育を受ける機会の確保と充

実した教育環境の整備の観点 
○６地区ごとに様々な役割の学校を配置 
・通学環境を考慮した高等学校の配置等 
・新たな学びの創出に向けた再編  等 
〇定時制・通信制課程の配置、全日制課

程と併せた配置 
 
【地域等の理解と協力の下での魅力ある 

高等学校づくり】        等 

第１期・第２期実施計画（5年ごと） 

≪位置付け≫ 
令和１０年度以降の具体的な学科改編・

学校配置等を示す。 

[第１期：R8.10頃に策定予定] 
 
【高等学校の魅力づくり】 
〇魅力づくりに向けた具体的な取組 
・スクール・ミッション等を踏まえた教育

活動の充実 
・対面と遠隔の最適な組合せによる授業等

の教育活動の充実 
・教育制度等の活用による教育内容の充実 
・多様な主体との連携・協働 
 
【学科等の魅力づくり】 
〇新たな時代を見据えた学習内容の充実や

学科の見直し 
 
【学校配置】 
〇全日制課程における様々な役割を担う高

等学校の具体的な配置 
〇定時制・通信制課程の配置、全日制・定

時制・通信制課程を合わせた学校の配置 
 

等 

基本方針を

踏まえた実

施計画検討 

地区意見交換会 
≪委員構成≫ 
〇市町村関係

者、小・中
学校ＰＴＡ
関係者等 

≪目的≫ 
〇各地区の学

校配置の在
り方等に対
する意見交
換を行う。 

 
【基本的な考え方】 
（主な論点） 
・県全体が一体となった教育環境づくり（教

育活動を推進する体制づくり） 
 
【高等学校の魅力づくり】 
（主な論点） 
・スクール・ミッション等を踏まえた教育活 

動と魅力の情報発信 
・対面授業と遠隔授業の最適な組合せ 
・単位制等の教育制度や少人数学級編制の導 

入 
・多様な主体との連携・協働 
 
【学科等の魅力づくり】 
（主な論点） 
・新たな時代を見据えた学びの提供 
 
【学校配置】 
（主な論点） 
・全日制課程における様々な役割を担う高等

学校の配置 
・定時制・通信制課程の配置、全日制・定時

制・通信制課程を合わせた学校の配置 
 
                   等 

[R7.9頃に策定予定] 

各検討段階で広く地域への説明、意見聴取を行いながら進める。 

イ
メ
ᶌ
ジ 

-
1
2
-



参 考 資 料

そ の 他 関 係職員の懲戒処分の公表基準

（平成１４年４月１１日決定）

（平成１６年３月１６日改正）

（平成１７年７月 ６日改正）

（令和 ７年４月 １日改正）

青森県教育委員会の任命に係る一般職の職員に対する懲戒処分については、次の基準に

より公表する。

１ 公表する事案

公表する事案は、地方公務員法に基づく懲戒処分（戒告、減給、停職、免職）を行っ

た場合とする。

２ 公表する内容

（１）公表する内容は、原則として、特定の個人が識別され又は識別され得るものを除き、

次の事項とする。

① 被処分者に係る事項

② 事件・事故の概要

③ 処分内容

④ 処分年月日

（２）上記（１）①の被処分者に係る事項は、所属の種別、職種、年齢、性別とする。

ただし、免職の事案については、所属の種別を所属に変え、氏名を加える。

また、免職以外の事案で、警察発表により氏名が公になっているなど、社会的影響

が大きいものについて、所属及び氏名を公表する場合がある。

（３）処分の公表に当たり、教育的な配慮が必要な場合や、被害者の特定につながるおそ

れがある又は被害者の健康を著しく損なうおそれがある等、被害者の権利利益が害さ

れるおそれがある場合には、上記（１）の事項の全部又は一部を公表しないこととす

る。
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３ 公表の時期

毎月、定期的に公表する。ただし、社会的な影響が大きい事件・事故について懲戒処

分を行った場合には、処分後、速やかに公表する。
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